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レベル４飛行実現に向けた新たな制度整備



背景・課題

飛行の態様 現行法の取り扱い 改正後

「第三者上空」
（レベル４飛行が該当） 飛行不可

新たに飛行可能
（飛行毎の許可・承認※）

※運航管理方法等を確認 ①機体認証（新設）を受けた機体を、

②操縦ライセンス（新設）を有する者が操縦し、

③運航ルール（拡充）に従う

「第三者上空」以外で
上記①、②に該当する飛行 飛行毎の許可・承認

原則として飛行毎の
許可・承認は不要

※一部の飛行類型は飛行毎の許可・承認が必要
※機体認証・操縦ライセンスを取得せずに、飛行毎
の許可・ 承認を得て飛行することも可

※飛行経路下への第三者の立入り管理等を実施

これら以外の飛行 手続き不要 手続き不要

レベル４実現に向けた制度整備／許可・承認の合理化・簡略化

○ 現行では飛行を認めていない「有人地帯（第三者上空）
での補助者なし目視外飛行」（レベル４飛行）を2022
年度を目途に実現する目標が成長戦略実行計画に明記。

○ 第三者の上空を飛行することができるよう、飛行の安全を
厳格に担保する仕組みが必要。

○ 利用者利便の向上のため、その他の飛行についても規制を
合理化・簡略化する必要。

現行制度：①一定の空域（空港周辺、高度150ｍ以上、人口密集地域上空）、②一定の飛行方法（夜間飛行、目視外飛行等）
で無人航空機を飛行させる場合は飛行毎に国土交通大臣の許可・承認が必要

無人航空機の機体認証、操縦ライセンス制度等の創設（２０２１年６月１１日公布）
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機体認証制度の概要

○ 無人航空機の安全基準への適合性（設計、製造過程、現状）について検査する機体認証制度を創設

○ 型式認証を受けた機体（主に量産機）については、機体毎に行う機体認証の際の検査の全部又は一部が省略

○ 機体認証・型式認証は、第一種（レベル４相当）と第二種に区分し、有効期間は、３年（第一種機体認証は１年）

型式認証
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機体認証

現状製造過程設計

製造過程設計

現状製造過程設計

機体毎に全ての検査が必要
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機体毎に検査

第一種型式認証・第二種型式認証

第二種機体認証

第一種・第二種機体認証

第一種機体認証
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設計
（開発時に実機で検証）

製造過程
（製品の均一性を審査）

○ 2022年度目途のレベル４飛行の実現に向けた第一種機体認証の取得を目指し、機体メーカー等と密に情報を
共有し機体開発の加速化を図りつつ、本年7月までに機体の安全基準等を策定

○ 既存の許可承認制度の合理化・簡略化を図るため、本年7月までに運航形態のリスクに応じた安全基準の策定等
を通じ、第二種機体認証の取得を促進

実証飛行試験を安全性の証明活動の主な手段とする
米国基準を参考とし、運航形態等のリスクに応じた
基準を策定・適用

書類 実地
未使用 省略 ○
使用品 ○ ○

書類 実地
未使用 省略

使用品 ○ 場合※に
より省略

第一種は国、第二種は基本的に登録検査機関

検査主体 検査主体

安全基準

省略 省略

省略省略

現状検査

現状検査

（レベル４相当）

※ 目視外飛行、夜間飛行、人／物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所
上空の飛行、人口集中地区（DID）、空港周辺又は150m以上を飛行する場合

リスク大

リスク小

一種

二種

より厳格な
基準を適用

(1) 人口密度の高いエリアで運航
(2) 人口密度の低いエリアで運航

(1) 25kg以上＋リスク高※

(2) 25kg以上
(3) 4kg以上25kg未満
(4) 4kg未満

※機体メーカーの定期点検・
整備を受けている場合

現状
場合により省略

第一種は当初国（型式認証取得機は段階的に登録検査機関に移行）
第二種は基本的に登録検査機関
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操縦ライセンス制度の概要

○ 無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度（技能証明）を創設

○ 技能証明の試験は、国が指定する者（指定試験機関）が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は
実地試験を免除

○ 技能証明は、一等（レベル４相当）及び二等に区分し、有効期間は３年

講習 ＜登録講習機関が実施＞
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試験 ＜指定試験機関（公正・中立性の確保の観点から全国で１法人）が実施＞

ドローンの飛行に関する知識や操縦方法等の講習

実地試験

講習の修了者については
実地試験を免除

学科試験身体検査

民間のドローンスクール（約1,200程度）のうち
要件を満たすものを登録

実地学科

実地試験学科試験
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実地試験も実施

身体検査

公的免許証の提出等でも可 （一等（25kg以上）は医師の検査を求めることを検討）

全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT (Computer Based Testing) 方式を想定

＜形 式＞ 三肢択一式（一等：70問 二等：50問）
＜試験時間＞ 一等：75分程度 二等：30分程度
＜試験科目＞ 操縦者の行動規範、関連規制、運航、安全管理体制、限定に係る知識 等
＜有効期間＞ 合格後２年間
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実機による操作に加え、口頭試問等を実施
することを検討
＜試験科目＞
飛行前のリスク評価、手動操縦、自動
操縦、緊急時対応、飛行後の記録 等

○ 2022年度目途のレベル４飛行の実現に向け、 2023年の早期に一等操縦ライセンスに係る学科及び実地試験を
実施するため、本年7月までに、講習機関の登録基準、無人航空機操縦士の教則、試験問題サンプル等を策定

○ 既存の許可承認制度の合理化・簡略化を図るため、本年7月までに民間技能認証保有者等の経験者向けの講習要
件を策定すること等を通じ、二等操縦ライセンスの取得を促進

学科試験概要

免除

実地試験概要

身体検査概要
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操縦ライセンス制度に関する登録講習機関

ドローン
スクールA

ドローン
スクールB

ドローン
スクールC

管理団体(適切な管理体制を構築していることが前提)

支援（教材提供、研修、監査等）所属
ఫ
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管理団体の活用イメージ

講習機関毎に申請

講習機関毎に登録・監督

一等まで可能 二等のみ可能 更新のみ可能

＞ ＞

講習事務の実施能力に応じて登録

傘下の講習機関の適切な講習の実施を確認するための外部監査に活用

○ 登録講習機関については、『一等（レベル４相当）までの講習が可能な機関』、『二等のみの講習が可能な機関』
及び『技能証明の更新に必要な講習が可能な機関』の３つのレベルの異なる機関が存在。

〇 2022年９月の登録に係る事前申請開始を目指し、本年7月までに、それぞれの登録講習機関となるために必要な
要件（実習空域、実習機、設備、教材、講師）を策定し、既存のドローンスクール(現在、全国約1,200程度存在)が、
それぞれの能力に応じた登録講習機関のレベルを選択できるようにする。

○ また、管理団体の枠組みを活用し、教材の提供や研修の実施、講習内容の外部監査などを通じ、より多くのドロー
ンスクールが登録を受けられるようにする。

＜登録基準の概要＞
・一定の大きさの実習空域
・直近２年間での一定の飛行実績等を有する18歳以上の講師

一等： (1) 直近２年の飛行実績 １年以上の飛行経験＋100時間以上の飛行時間
(2) 講師としての経歴 １年以上

二等： (1) 直近２年の飛行実績 ６月以上の飛行経験＋50時間以上の飛行時間
(2) 講師としての経歴 ６月以上

・修了審査を安全かつ公平に実施できる実習機
・講習に必要となる施設・設備、教材

登録要件

欠格事由に該当せず、登録基準を満たすこと

一定の基準を満たす管理団体による外部監査を検討

実効性確保
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運航管理要件（運航ルール）の概要

基本的な安全確保を目的としてレベル４飛行とレベル４未満の飛行のいずれにも共通で求める共通運航ルール
を創設するとともに、レベル４飛行については運航管理体制を個別に確認

共通ルール レベル４飛行に必要となる運航管理体制

飛行毎に飛行の日時、経路、高度等の情報を
ドローン情報基盤システム（DIPS）を通じ
て通報

飛行計画の通報（※1）

飛行場所、飛行時間、整備状況等の情報を日誌
（飛行記録及び点検・整備記録様式）に記載

飛行日誌の作成（※1）

すべての操縦者は人の死傷、物件の損壊、
航空機との衝突等の事故が発生した場合に
国土交通大臣に報告

事故報告の義務（※1, 2）

すべての操縦者は、自身が操縦する無人航空機に
よって人が負傷した場合に、その負傷者を救護

運航形態に応じたリスク評価を行い、評価結果に基づく
リスク軽減策を盛り込んだ飛行マニュアルを作成・遵守

救護義務（※2）

（※3）レベル４飛行については、別途、保険への加入を確認

基本的な安全確保の措置内容に加え、以下の点を確認

リスク評価の手法について具体化を図るため、今後、
諸外国における先進事例を参考にし、リスク評価
ガイドラインを策定

運航形態に応じた安全対策

リスク評価の実施

（※1）現行も飛行毎の許可・承認が必要な飛行の条件として求めているもの
（※2）許可・承認を得る必要のない飛行の場合も対象 5


